
一
頁

○
総
務
省
令
第
六
号

放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
電
波
法
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
五
日

総
務
大
臣

片
山

善
博

電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

電
波
法
施
行
規
則

「
第
四
節
の
二

目
次
中
「
第
四
節
の
二

地
球
局
、
人
工
衛
星
局
等
の
特
則
（
第
三
十
二
条
―
第
三
十
二
条
の
九
）
」
を

第
四
節
の
三

地
球
局
、
人
工
衛
星
局
等
の
特
則
（
第
三
十
二
条
―
第
三
十
二
条
の
九
）

に
改
め
る
。

無
線
設
備
の
技
術
基
準
の
策
定
等
の
申
出
の
手
続
（
第
三
十
二
条
の
九
の
二
）
」

第
九
条
の
二
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
十
五
条
の
二
中
「
第
二
十
七
条
の
二
」
を
「
第
二
十
七
条
の
二
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。



二
頁

法
第
二
十
七
条
の
二
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
屋
内
そ
の
他
他
の
無
線
局
の
運
用
を
阻
害
す
る
よ
う
な

２
混
信
そ
の
他
の
妨
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
場
所
に
設
置
す
る
基
地
局
と
す
る
。

第
十
五
条
の
三
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

第
二
項
に
規
定
す
る
基
地
局

十

前
条設

備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
三
第
一
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

(1)

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
三
第
一
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

(2)

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
四
第
一
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

(3)

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
四
第
一
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

(4)

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
五
第
一
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

(5)

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
五
第
一
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

(6)

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
九
第
一
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

(7)

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
九
第
一
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

(8)

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
八
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
（
送
信
バ
ー
ス

(9)



三
頁

ト
長
が
五
ミ
リ
秒
の
も
の
に
限
る
。
）

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
八
第
一
項
、
第
二
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
（
送
信
バ
ー
ス

(10)
ト
長
が
五
ミ
リ
秒
の
も
の
に
限
る
。
）

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

(11)

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
第
一
項
、
第
二
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

(12)
第
十
五
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
定
無
線
局
の
開
設
等
の
届
出
期
間
）

第
十
五
条
の
四

法
第
二
十
七
条
の
六
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
十
五
日
と
す
る
。

第
二
章
第
四
節
の
二
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
四
節
の
三

無
線
設
備
の
技
術
基
準
の
策
定
等
の
申
出
の
手
続

（
無
線
設
備
の
技
術
基
準
の
策
定
等
の
申
出
の
手
続
）

第
三
十
二
条
の
九
の
二

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
表
第
二
号

の
六
の
様
式
の
申
出
書
に
、
原
案
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



四
頁

一

申
出
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

技
術
基
準
の
策
定
又
は
変
更
の
申
出
の
別

三

策
定
す
べ
き
技
術
基
準
の
概
要
又
は
行
う
べ
き
技
術
基
準
の
変
更
の
概
要

四

申
出
に
係
る
技
術
基
準
を
策
定
し
、
又
は
変
更
す
べ
き
理
由

五

申
出
に
係
る
技
術
基
準
の
原
案
に
適
合
す
る
無
線
設
備
が
他
の
無
線
局
に
混
信
そ
の
他
の
妨
害
を
与
え
な
い
こ
と
に
つ

い
て
の
試
験
の
結
果
そ
の
他
の
原
案
の
妥
当
性
の
評
価
に
資
す
る
事
項

六

申
出
人
が
従
事
し
て
い
る
事
業
の
種
類
及
び
そ
の
内
容
（
申
出
人
が
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
法
人
又
は

団
体
の
目
的
及
び
事
業
の
内
容
）

２

総
務
大
臣
は
、
申
出
の
審
査
に
際
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
申
出
人
に
出
頭
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
三
十
三
条
第
六
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(1)

基
地
局
（
第
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
三
第
一
項
及
び
第

(1)
四
項
、
第
四
十
九
条
の
六
の
四
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
九
条
の
六
の
五
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
九
条
の



五
頁

六
の
九
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
九
条
の
二
十
八
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
又
は
第
四
十
九
条
の

二
十
九
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
二

十
八
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
送
信
バ
ー
ス

ト
長
が
五
ミ
リ
秒
の
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
フ
ェ
ム
ト
セ
ル
基
地
局
」
と
い
う
。
）

第
三
十
八
条
の
二
中
「
、
無
線
検
査
簿
」
を
削
る
。

第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
無
線
検
査
簿
、
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
無
線
検
査
簿
」
を
削
る
。

第
三
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
無
線
局
検
査
結
果
通
知
書
等
）

第
三
十
九
条

総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
は
、
法
第
十
条
第
一
項
、
法
第
十
八
条
第
一
項
又
は
法
第
七
十
三
条
第
一
項
本

文
、
同
項
た
だ
し
書
、
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
行
い
又
は
そ
の
職
員
に
行
わ
せ
た
と
き
（
法
第
十

条
第
二
項
、
法
第
十
八
条
第
二
項
又
は
法
第
七
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
の
一
部
を
省
略
し
た
と
き
を
含
む
。
）

は
、
当
該
検
査
の
結
果
に
関
す
る
事
項
を
別
表
第
四
号
に
定
め
る
様
式
の
無
線
局
検
査
結
果
通
知
書
に
よ
り
免
許
人
等
又
は

予
備
免
許
を
受
け
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。



六
頁

２

免
許
人
等
は
、
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
か
ら
指
示
を
受
け
相
当
な
措
置
を
し
た
と
き
は
、

速
や
か
に
そ
の
措
置
の
内
容
を
総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
二
条
の
二
を
第
四
十
二
条
の
三
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
報
告
）
」
を
付
す
る
。

第
四
十
二
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
人
工
衛
星
局
の
無
線
設
備
の
設
置
場
所
の
変
更
命
令
を

受
け
た
免
許
人
の
報
告
）
」
を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
電
波
の
発
射
の
防
止
）

第
四
十
二
条
の
二

法
第
七
十
八
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
波
の
発
射
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
は
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
無

線
設
備
の
う
ち
、
設
置
場
所
（
移
動
す
る
無
線
局
に
あ
つ
て
は
、
移
動
範
囲
又
は
常
置
場
所
）
、
利
用
方
法
そ
の
他
の
事
情

に
よ
り
当
該
措
置
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
も
の
で
あ
つ
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
下
段
に

掲
げ
る
措
置
に
代
え
、
別
に
告
示
す
る
措
置
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

無

線

設

備

必

要

な

措

置

一

衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
、
捜
索
救
助
用
レ

電
池
を
取
り
外
す
こ
と
。



七
頁

ー
ダ
ー
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
、
捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送

信
装
置
、
設
備
規
則
第
四
十
五
条
の
三
の
五
に
規
定
す

る
無
線
設
備
、
航
空
機
用
救
命
無
線
機
及
び
航
空
機
用

携
帯
無
線
機

二

放
送
局
及
び
固
定
局
の
無
線
設
備

空
中
線
を
撤
去
す
る
こ
と
（
空
中
線
を
撤
去
す
る
こ
と
が

困
難
な
場
合
に
あ
つ
て
は
、
送
信
機
、
給
電
線
又
は
電
源

設
備
を
撤
去
す
る
こ
と
。
）
。

三

人
工
衛
星
局
そ
の
他
の
宇
宙
局
（
宇
宙
物
体
に
開
設

当
該
無
線
設
備
に
対
す
る
遠
隔
指
令
の
送
信
が
で
き
な
い

す
る
実
験
試
験
局
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
無
線
設

よ
う
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

備
四

特
定
無
線
局
（
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ

空
中
線
を
撤
去
す
る
こ
と
又
は
当
該
特
定
無
線
局
の
通
信

る
無
線
局
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
無
線
設
備

の
相
手
方
で
あ
る
無
線
局
の
無
線
設
備
か
ら
当
該
通
信
に

係
る
空
中
線
若
し
く
は
変
調
部
を
撤
去
す
る
こ
と
。



八
頁

五

そ
の
他
の
無
線
設
備

空
中
線
を
撤
去
す
る
こ
と
。

又
は
特
定
無
線
局
の
包
括
免
許
人

（
宇
宙
物
体
に
開
設
す

第
四
十
三
条
第
三
項
中
「
の
免
許
人
」
の
下
に
「

」
を
加
え
、
「

」
を
削
る
。

る
実
験
試
験
局
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

第
四
十
五
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
準
用
規
定
）

第
四
十
五
条
の
二
の
二

第
三
十
二
条
の
九
の
二
の
規
定
は
、
法
第
百
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
十
一
条
の
九
の
二
第
一
項
第
九
号
中
「

第
二
項
」

第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
二

を
「
第
三
十
八
条
の
二
の
二

第
五
十
一
条
の
九
の
十
第
二
項
中
「

」
を
削

（
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

る
。

（
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

第
五
十
一
条
の
九
の
十
一
第
一
項
第
一
号
中
「
掲
げ
る
無
線
局
」
の
下
に
「

。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
掲
げ
る
無
線
局
」
の
下
に
「
（
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第

三
号
中
「
次
号
」
の
下
に
「
及
び
第
五
号
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
包
括
免
許
人
が
開
設
す
る
第
二
号
に
掲
げ
る
無
線
局



九
頁

を
通
信
の
相
手
方
と
す
る
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
」
を
「
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
（
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一

号
に
掲
げ
る
無
線
局
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
包
括
免
許
人
が
開
設
す
る
第
二
号
又
は
次
号
に
掲
げ
る
無
線
局
を

」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

通
信
の
相
手
方
と
す
る
も
の

五

包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
（
法
第
二
十
七
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

当
該
特

定
無
線
局
の
無
線
設
備
の
設
置
場
所
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
区
域

当
該
無
線
局
及
び
当
該
特
定
無
線
局
の
免
許
人
が
同
一
の
者
で
あ
る
場
合
に

第
五
十
一
条
の
九
の
十
一
第
二
項
第
一
号
中
「

限
る
。
」
を
「
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に
係
る
も
の
に
限
る
。
」
に
改
め
、
「
す
る
も
の
で
あ
る
場
合

」
の
下
に
「
（
当
該
無
線
局
及
び
当
該
特
定
無
線
局
の
免
許
人
が
同
一
の
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
五
十
一
条
の
十
の
五
中
「
第
二
十
四
条
の
三
第
二
号
」
を
「
第
二
十
四
条
の
四
第
二
号
」
に
改
め
る
。

（
法
第
百
三
条
の
二
第
十
一
項
の
表
示

第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
表
示
者
」
の
下
に
「

」
を
加
え
る
。

者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

口
座
振
替
に
よ
る
納
付
を
希
望
す
る
電
波
利
用
料
に
係
る
起
算
日
（
法
第
百
三

第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
の
五
第
一
項
中
「

条
の
二
第
一
項
の
起
算
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
前
日
（
包
括
免
許
等
（
法
第
百
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
包
括
免



一
〇
頁

許
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
法
第
百
三
条
の
二
第
五
項
又
は
第
六
項
の
届
出
を
行
う
日
）
ま
で
に
、

別
表
第
十
三
号
の
様
式

当
該
電
波
利
用
料
の
納
期
限
と
な
る
日
か
ら
三
十
日
前
（
法
第
百
三
条
の
二
第
二
項
前
段
に
規

」
を
「

定
す
る
電
波
利
用
料
に
あ
つ
て
は
、
九
月
三
十
日
）
ま
で
に
、
別
表
第
十
三
号
の
様
式
（
広
域
専
用
電
波
に
係
る
電
波
利
用
料

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
別
表
第
十
四
号
の
様
式

に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
十
三
号
の
二
の
様
式
）

（
広
域
専
用
電
波
に
係
る
電
波
利
用
料
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
十
三
号
の
二
の
様
式
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条

」
の
下
に
「

第
二
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

特
定
免
許
等
不
要
局
を
開
設
し
た
者
又
は
表
示
者
は
、
そ
の
開
設
し
又
は
表
示
を
付
し
た
特
定
免
許
等
不
要
局
に
係
る
電

波
利
用
料
を
口
座
振
替
に
よ
り
納
付
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
百
三
条
の
二
第
十
項
又
は
第
十
一
項
の
届
出
を
行
う
日

ま
で
に
、
別
表
第
十
四
号
の
二
の
様
式
の
申
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
旨
を
総
合
通
信
局
長
に
申
し
出
る
も

の
と
す
る
。

第
四
項
中
「
到
来
す
る
起
算
日
又
は
十
月
一
日
（
広
域
専
用
電
波
に
係
る
電
波
利
用
料
の
場

第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
の
五

合
に
限
る
。
）
以
後
の
期
間
（
包
括
免
許
等
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
免
許
等
後
毎
年
到
来
す
る
そ
の
包
括
免
許
等
の
日
に
応
当

す
る
日
か
ら
始
ま
る
各
一
年
の
期
間
及
び
当
該
包
括
免
許
等
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
月
か
ら
次
の
包
括
免
許
等
の
日



一
一
頁

に
応
当
す
る
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
の
期
間
。
第
五
十
一
条
の
十
一
の
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
」
を
「
納
期
限
が

到
来
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
削
る
。

到
来
す
る
起
算
日
以
後
の
期
間
（
特
定
免
許
等
不
要
局
を
開
設
し
た
者
又
は
表
示
者
に
あ
つ

第
五
十
一
条
の
十
一
の
五
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

て
は
、
満
了
日
に
応
当
す
る
日
以
後
の
期
間
）
に
係
る

納
期
限
が
到
来
す
る

第
五
十
一
条
の
十
五
第
一
項
第
一
号
中
「
、
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
三
項
」
を
加
え
、
「
及
び
第
五
項
」
を
「
及
び
第
六

項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
七
十
二
条
」
を
「
第
七
十
一
条
の
五
、
第
七
十
二
条
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
二

「

当
該
特
定
無
線
局

三
の
三

包
括
免
許
に

た
る
無
線
局
の
無

係
る
特
定
無
線
局
（

三
の
項
に
掲
げ
る
特

定
無
線
局
を
除
く
。

）
三
の
四

法
第
二
十
七

申
請
者
又
は
登
録

十
四
条
」
の
下
に
「
、
第
七
十
一
条
の
五
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
の
表
中

条
の
二
十
九
第
一
項

条
の
二
十
六
第
一



一
二
頁

の
規
定
に
よ
る
登
録

十
一
、
法
第
二
十

に
係
る
無
線
局

七
十
条
の
七
第
二

二
項
に
お
い
て
準

に
規
定
す
る
届
出

設
備
の
設
置
場
所

つ
て
は
、
常
置
場

「

包
括
免
許
に

当
該
特
定
無
線
局
の
送
信
の
制
御
を
行
う
主

三
の
三

係
る
特
定
無
線
局
（

た
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
設
置
場
所

法
第
二
十
七
条
の
二

第
一
号
に
掲
げ
る
無

線
局
に
係
る
も
の
に

の
送
信
の
制
御
を
行
う
主

限
り
、
三
の
項
に
掲



一
三
頁

線
設
備
の
設
置
場
所

げ
る
特
定
無
線
局
を

除
く
。
）

三
の
四

包
括
免
許
に

当
該
特
定
無
線
局
の
無
線
設
備
の
設
置
場
所

係
る
特
定
無
線
局
（

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
区
域

人
の
住
所
（
法
第
二
十
七

法
第
二
十
七
条
の
二

項
、
法
第
二
十
七
条
の
三

を

に
改
め
、

第
二
号
に
掲
げ
る
無

七
条
の
三
十
二
及
び
法
第

線
局
に
係
る
も
の
に

項
（
法
第
七
十
条
の
九
第

限
る
。
）

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

三
の
五

法
第
二
十
七

申
請
者
又
は
登
録
人
の
住
所
（
法
第
二
十
七

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
無
線

条
の
二
十
九
第
一
項

条
の
二
十
六
第
一
項
、
法
第
二
十
七
条
の
三

（
移
動
す
る
無
線
局
に
あ

の
規
定
に
よ
る
登
録

十
一
、
法
第
二
十
七
条
の
三
十
二
及
び
法
第

所
）
）

」

に
係
る
無
線
局

七
十
条
の
七
第
二
項
（
法
第
七
十
条
の
九
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）



一
四
頁

に
規
定
す
る
届
出
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
無
線

設
備
の
設
置
場
所
（
移
動
す
る
無
線
局
に
あ

つ
て
は
、
常
置
場
所
）
）

」

三
の
四
の
項
ま
で

「
三
の
三
の
項
ま
で
及
び
三
の
五
の
項
」
に
改
め
、
同
表
五
の
項
中
「
三
の
四
の
項

同
表
四
の
項
中
「

」
を

」
の
下
に
「
及
び
三
の
五
の
項
」
を
加
え
る
。

第
五
十
二
条
の
二
第
四
号
中
「
第
四
十
二
条
の
二
」
を
「
第
四
十
二
条
の
三
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
号
の
三
第
１
の
表
１
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
条

の
２

第
１

項
第

条
の

２
の

２
第

１
項

3
8

3
8

別
表
第
二
号
の
五
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

（

3
2

4
5

）

別
表

第
二

号
の

六
無

線
設

備
の

技
術

基
準

の
策

定
等

の
申

出
の

様
式

第
条

の
９

の
２

及
び

第
条

の
２

の
２

関
係

無
線

設
備

技
術

基
準

策
定

等
申

出
書

年
月

日

総
務

大
臣

殿



一
五
頁

申
出

人

住
所

氏
名

㊞

代
表

者
氏

名

第
条
の
２
第
１
項

38
の

規
定

に
基

づ
き

下
記

の
と

お
り

申
し

電
波

法
、

第
条
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

条
の
２
第
１
項

100
38

。

出
ま

す

記

長

１
技

術
基

準
の

策
定

又
は

変
更

の
申

出
の

別

２
策

定
す

べ
き

技
術

基
準

の
概

要
又

は
行

う
べ

き
技

術
基

準
の

変
更

の
概

要



一
六
頁

申
出

に
係

る
無

線
局

の
種

別
(
1
)

申
出

に
係

る
無

線
局

の
目

的
辺

(
2
)

申
出

に
係

る
無

線
局

の
周

波
数

の
範

囲
(
3
)

の
他

策
定

す
べ

き
技

術
基

準
の

概
要

又
は

行
う

べ
き

技
術

基
準

の
変

更
の

概
要

(
4
)

そ

３
申

出
に

係
る

技
術

基
準

を
策

定
し

又
は

変
更

す
べ

き
理

由
、

４
申

出
に

係
る

技
術

基
準

の
原

案
に

適
合

す
る

無
線

設
備

が
他

の
無

線
局

に
混

信
そ

の
他

の
妨

害
を

与
え

な

い
こ

と
に

つ
い

て
の

試
験

の
結

果
そ

の
他

の
原

案
の

妥
当

性
の

評
価

に
資

す
る

事
項

５
申

出
人

が
従

事
し

て
い

る
事

業
の

種
類

及
び

そ
の

内
容

申
出

人
が

法
人

又
は

団
体

で
あ

る
と

き
は

そ

（

、

）

の
法

人
又

は
団

体
の

目
的

及
び

事
業

の
内

容

申
出

に
関

す
る

連
絡

責
任

者

住
所

所
属



一
七
頁

氏
名

電
話

番
号

電
子

メ
ル

ア
ド

レ
ス

ー

（

）

短
辺

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
番

注
１

申
出

人
の

欄
の

記
載

は
次

に
よ

る
こ

と
、

。

住
所

に
つ

い
て

は
法

人
又

は
団

体
の

場
合

は
本

店
又

は
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
を

記
載

す
る

こ
と

(1)
、

、
。

氏
名

を
自

筆
で

記
入

し
た

と
き

は
押

印
を

省
略

で
き

る
法

人
又

は
団

体
の

場
合

は
そ

の
商

号
又

は
名

称
並

(2)
、

。
、

び
に

代
表

者
の

役
職

名
及

び
氏

名
を

記
載

す
る

こ
と

と
し

代
表

者
が

氏
名

を
自

筆
で

記
入

し
た

と
き

は
押

印
を

、
、

省
略

で
き

る
た

だ
し

申
出

人
が

国
の

機
関

地
方

公
共

団
体

法
律

に
よ

り
直

接
に

設
立

さ
れ

た
法

人
及

び
特

。
、

、
、

。

別
の

法
律

に
よ

り
特

別
の

設
立

行
為

を
も

つ
て

設
立

さ
れ

た
法

人
の

場
合

は
代

表
者

の
氏

名
の

記
載

を
要

し
な

い
、

。

(3)
申

出
人

が
外

国
人

で
あ

る
場

合
は

住
所

に
つ

い
て

は
国

籍
及

び
日

本
に

お
け

る
居

住
地

を
記

載
す

る
こ

と
、

、

２
２

の
欄

は
第

４
条

に
掲

げ
る

無
線

局
の

種
別

を
記

載
す

る
こ

と
た

だ
し

第
条

の
２

の
２

に
規

定
す

る
申

(1)
4
5

、
。

、

出
の

場
合

は
電

力
線

搬
送

通
信

設
備

誘
導

式
通

信
設

備
医

療
用

設
備

工
業

用
加

熱
設

備
又

は
各

種
設

備
の

別
、

、
、

、



一
八
頁

。

を
記

載
す

る
こ

と

３
２

の
欄

は
無

線
局

の
目

的
を

記
載

す
る

こ
と

た
だ

し
第

条
の

２
の

２
に

規
定

す
る

申
出

の
場

合
は

高
(2)

4
5

、
。

、
、

周
波

利
用

設
備

の
目

的
を

記
載

す
る

こ
と

。

４
２

の
欄

は
例

え
ば

何
Ｍ

Ｈ
ｚ

か
ら

何
Ｍ

Ｈ
ｚ

ま
で

の
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

た
だ

し
第

条
の

２
の

(3)

「

」

4
5

、
。

、

２
に

規
定

す
る

申
出

の
場

合
は

高
周

波
利

用
設

備
の

周
波

数
の

範
囲

を
記

載
す

る
こ

と
、

。

５
申

出
に

関
す

る
連

絡
責

任
者

の
欄

は
個

人
の

場
合

に
は

住
所

所
属

及
び

氏
名

の
記

載
を

要
し

な
い

、
、

、
。

６
当

該
欄

に
全

部
を

記
載

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
は

そ
の

欄
に

別
紙

に
記

載
す

る
旨

を
記

載
し

こ
の

様
式

に
、

、

定
め

る
規

格
の

用
紙

に
適

宜
記

載
す

る
こ

と
。

別
表
第
四
号
を
削
る
。

第
条

第
１

項
た

だ
し

書
及

び
同

条
第

５
項

の
検

査
並

び
に

無
線
検

査
簿

の
備

付
け

を
省

略
し

別
表
第
四
号
の
二
第
１
中
「

7
3

1
0

1
8

7
3

」
を
「

1
0

た
無

線
局

に
対

す
る

法
第

条
第

１
項

第
条

第
１

項
並

び
に

第
条

第
１

項
本

文
及

び
同

条
第

４
項

の
検

査
第

、

条
第

１
項

法
第

条
第

１
項

又
は

法
第

条
第

１
項

本
文

同
項

た
だ

し
書

第
４

項
若

し
く

は
第

５
項

の
規

定
に

よ
る

検
1
8

7
3

、
、

、

。

査
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一
九
頁

「

「

指
示

事
項

指
示

事
指

示
事

項
に

対
す

注
指

示
事

）
」
に
、

を

る
措

置
の

内
容

に
よ

り
、

さ
い

。

注
無

線
検

査
簿
の

備
付

け
を

要
す

る
無

線
局

に
あ

て
は

無
線

検
査

簿
に
貼

付
し

っ
、

」

て
く

だ
さ

い
。

項

第
条

第
２

項
又

は
第

項
欄

に
記

載
が

あ
る

場
合

は
電

波
法

施
行

規
則

第
条

第
２

項
の

規
定

3
9

1
8

に
改
め
、
同
表
第
２
中
「

、

当
該

指
示

に
対

応
し

て
と

た
措
置

の
内

容
を

速
や

か
に

報
告

し
て

く
だ

っ

」

「

指
示

事
項

指
示

事
項

に
対

す
7
3

」
を
「

1
8

7
3

条
第

３
項

法
第

条
第

２
項

又
は

法
第

条
第

３
項

の
規

定

」
に
、

る
措

置
の

内
容



二
〇
頁

「

指
示

事
項

を

注
指

示
事

項
欄

に
記

載
が

あ
る

場
合

は
電

波
法

施
行

規
則

第
条

3
9

、

に
よ

り
当

該
指

示
に

対
応

し
て

と
た

措
置

の
内

容
を

速
や

か
に

っ
、

さ
い

」

。
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
四
号
と
す
る
。

第
２

項
の

規
定

報
告

し
て

く
だ

」

別
表
第
十
三
号
の
二
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
２

項
第

１
項

及
び

第
２

項

別
表
第
十
四
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
３

項
第

２
項

別
表
第
十
四
号
の
二
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
５

項
第

３
項

附

則

（
施
行
期
日
）



二
一
頁

１

こ
の
省
令
は
、
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年

三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

２

電
波
法
施
行
規
則

附
則
第
三
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
二
第
一
項

第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項


